
 

令和５年度さぬき市教育委員会第７回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和５年１０月２４日（火） 

開 会  午前 ８時２５分 

閉 会  午前 ８時５０分 

２ 場  所 さぬき市立志度中学校 会議室 

３ 出席状況 出席委員 教育長 和田 浩二 

委員 樫原 秀樹 

得丸 慶子 

多田 俊 

西尾 由香 

岡田 保 

事務局 教育部長 佐藤 美由紀 

教育総務課長 安倍 潤 

学校教育課長 高西 恵 

生涯学習課長 細川 史朗 

幼保こども園課長 酒井 有紀 

教育総務課課長補佐 多田 端子（会議録作成者） 

欠席者 人権推進課長 山田 謙二 

その他説明等のため出席した者 なし 

４ 会議に付した議案及び審議結果 

日 程 議案番号 件  名 審議結果 
公開 

状況 

日程第１  会期の決定について ― 公開 

日程第２  会議録署名委員の指名について ― 公開 

日程第３  
令和５年度さぬき市教育委員会第６回定例会

会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第４  教育長の報告 ― 公開 

日程第５ 報告第19号 
令和５年度さぬき市心身障害児就学指導委員会 

の審議結果について 
― 公開 

日程第６ 議案第17号 
さぬき市史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用 

計画検討委員会設置要綱の制定について 
原案可決 公開 

資料説明  

５ 会議録署名委員 教育長 和田 浩二 委員 樫原 秀樹 

６ 特記事項 なし 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 ただ今から、令和５年度さぬき市教育委員会第７回定例会を開会します。開会

に当たり、西尾委員に御挨拶をいただきます。 

委員 （挨拶） 

教育総務課長 ありがとうございました。 



 

それでは、以後の議事進行を教育長にお願いします。 

教育長 それでは、まず、傍聴申請についてですが、本日は開催場所が学校施設である

ことから生徒の安全面等の観点から傍聴の受付はしていませんので、ご報告させ

ていただきます。 

教育長 それでは、本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりです。 

この議事日程について、御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、議事日程については、お手元の議事日程表のと

おりとします。 

 

日程第１ 会期の決定について 

教育長 日程第１「会期の決定について」に入ります。 

本会議の会期は、本日１日限りとしたいと存じますが、これに御異議ありませ

んか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本会議の会期は、本日１日限りとします。 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

教育長 日程第２「会議録署名委員の指名について」に移ります。 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第３項の規定に基づき、本会の会議録署名

委員に樫原委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

日程第３ 令和５年度さぬき市教育委員会第６回定例会会議録の承認について 

教育長 日程第３「令和５年度さぬき市教育委員会第６回定例会会議録の承認につい

て」を議題とします。会議録について、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （会議録の説明） 

教育長 ただ今の説明について、御質問等がありましたら発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第４ 教育長の報告 

教育長 日程第４「教育長の報告」に移ります。事務局から報告をお願いします。 

教育部長 報告事項１ 教育施設の整備等に係る契約の締結について 

（教育施設の整備等に係る契約の状況について報告した。） 

報告事項２ 会計年度任用職員の採用について 

（前回報告後の会計年度任用職員の採用の状況について報告した。） 

報告事項３ 教育委員会業務報告 

（前回報告後の教育委員会主要業務の状況について報告した。） 



 

報告事項４ その他 

 （請願・陳情・要望等の受理の状況について報告した。） 

教育長 ただ今の報告について御質問等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 ９月２８日の東部教育長会現地研修会はどのような研修会でしたか。 

教育長 東部教育事務所管内の教育施設を視察し、研修を行うという内容です。今年度

は、高松市が当番ということで、庵治町の流政之美術館や高松市屋島山上交流拠

点施設「やしまーる」を視察しました。やしまーるは、昨年オープンしたユニー

クな回廊型施設で、展望スペースからは、瀬戸内海の美しい景色を見ることがで

きます。また、施設内には、パノラマアート作品等の展示が行われています。 

委員 １０月１５日に行われた第４４回寒川地区市民運動会ですが、私も参加させて

いただきました。コロナ禍のため、長い間中止していましたので、久しぶりに地

域の人々が集うことの喜びを感じました。一方で、出場する選手が集まらないと

いう理由で参加を辞退する分団もあったようです。改めて、地域の教育活動に対

する支援の必要性を感じました。 

教育長 市民運動会については、造田地区は春に開催されました。長尾地区についても

今月９日にツインパルながおでスポレクフェスティバルが開催されました。 

これから、各地区の文化祭がありますが、委員の皆様方、出席について、よろ

しくお願いします。 

教育長 御質問等がないようですので、次に移ります。 

 

日程第５ 報告第１９号 令和５年度さぬき市心身障害児就学指導委員会の審議結果について 

教育長 日程第５、報告第１９号「令和５年度さぬき市心身障害児就学指導委員会の審

議結果について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 特別支援学級退級判定の結果が出た場合、その後はどのようになりますか。 

学校教育課長  普通学級に入級することになります。 

教育長 他に、御質問、御意見等はありませんか。 

それでは、本件は報告のみの案件ですので、次に移ります。 

  

日程第６ 議案第１７号 さぬき市史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画検討委員会設置要

綱の制定について 

教育長 日程第６、議案第１７号「さぬき市史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画検

討委員会設置要綱の制定について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

生涯学習課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 



 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

資料説明 

教育長 ここで、資料説明を行います。事務局から説明をしてください。 

（１） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について【資料１】 

（２） 区域外就学等について【資料２】 

学校教育課長 要保護及び準要保護児童生徒について、区域外就学等について、説明をした。 

（３） 令和５年度第１回さぬき市学校支援ボランティア運営委員会の会議結果について 

【資料３】 

（４） 令和５年度第１回さぬき市放課後子どもプラン運営委員会の会議結果について【資料４】 

（５） 第３３回源内駅伝大会について【資料５】 

（６） 第５３回津田クロスカントリ―について【資料６】 

生涯学習課長 令和５年度第１回さぬき市学校支援ボランティア運営委員会の会議結果につ

いて、令和５年度第１回さぬき市放課後子どもプラン運営委員会の会議結果につ

いて、第３３回源内駅伝大会について、第５３回津田クロスカントリーについて、

説明をした。 

 

○ その他 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

○ 次回の教育委員会定例会の日程について 

 第８回：令和５年１１月２８日（火）午後１時３０分開会、場所はさぬき市寒

川第２庁舎２０３会議室で決定した。 

 

閉  会 

教育長 以上で令和５年度さぬき市教育委員会第７回定例会を終わります。 

 

 

 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第２項の規定に基づき、署名します。 

 

令和５年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 


